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○

保
険
業
法
施
行
規
則
（
平
成
八
年
大
蔵
省
令
第
五
号
）

改

正

案

現

行

（
業
務
報
告
書
等
）

（
業
務
報
告
書
等
）

第
五
十
九
条

（
略
）

第
五
十
九
条

（
略
）

２

法
第
百
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
業
務
報
告
書
は
、
保
険
会
社
で
あ
る
株
式

２

法
第
百
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
業
務
報
告
書
は
、
保
険
会
社
で
あ
る
株
式

会
社
に
あ
っ
て
は
、
事
業
報
告
書
、
附
属
明
細
書
、
株
主
総
会
に
関
す
る
事
項

会
社
に
あ
っ
て
は
、
事
業
報
告
書
、
附
属
明
細
書
、
株
主
総
会
に
関
す
る
事
項

等
に
関
す
る
書
面
、
貸
借
対
照
表
、
損
益
計
算
書
、
キ
ャ
ッ
シ
ュ
・
フ
ロ
ー
計

等
に
関
す
る
書
面
、
貸
借
対
照
表
、
損
益
計
算
書
、
キ
ャ
ッ
シ
ュ
・
フ
ロ
ー
計

算
書
、
株
主
資
本
等
変
動
計
算
書
及
び
保
険
金
等
の
支
払
能
力
の
充
実
の
状
況

算
書
、
株
主
資
本
等
変
動
計
算
書
、
有
価
証
券
等
に
関
す
る
書
面
及
び
保
険
金

に
関
す
る
書
面
、
保
険
会
社
で
あ
る
相
互
会
社
に
あ
っ
て
は
、
事
業
報
告
書
、

等
の
支
払
能
力
の
充
実
の
状
況
に
関
す
る
書
面
、
保
険
会
社
で
あ
る
相
互
会
社

附
属
明
細
書
、
社
員
総
会
又
は
総
代
会
に
関
す
る
事
項
等
に
関
す
る
書
面
、
貸

に
あ
っ
て
は
、
事
業
報
告
書
、
附
属
明
細
書
、
社
員
総
会
又
は
総
代
会
に
関
す

借
対
照
表
、
損
益
計
算
書
、
キ
ャ
ッ
シ
ュ
・
フ
ロ
ー
計
算
書
、
剰
余
金
処
分
又

る
事
項
等
に
関
す
る
書
面
、
貸
借
対
照
表
、
損
益
計
算
書
、
キ
ャ
ッ
シ
ュ
・
フ

は
損
失
処
理
に
関
す
る
書
面
、
基
金
等
変
動
計
算
書
、
基
金
の
償
却
に
関
す
る

ロ
ー
計
算
書
、
剰
余
金
処
分
又
は
損
失
処
理
に
関
す
る
書
面
、
基
金
等
変
動
計

書
面
、
基
金
利
息
の
支
払
に
関
す
る
書
面
及
び
保
険
金
等
の
支
払
能
力
の
充
実

算
書
、
基
金
の
償
却
に
関
す
る
書
面
、
基
金
利
息
の
支
払
に
関
す
る
書
面
、
有

の
状
況
に
関
す
る
書
面
に
分
け
て
、
別
紙
様
式
第
七
号
（
特
定
取
引
勘
定
設
置

価
証
券
等
に
関
す
る
書
面
及
び
保
険
金
等
の
支
払
能
力
の
充
実
の
状
況
に
関
す

会
社
に
あ
っ
て
は
別
紙
様
式
第
七
号
の
二
）
に
よ
り
作
成
し
、
事
業
年
度
終
了

る
書
面
に
分
け
て
、
別
紙
様
式
第
七
号
（
特
定
取
引
勘
定
設
置
会
社
に
あ
っ
て

後
四
月
以
内
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

は
別
紙
様
式
第
七
号
の
二
）
に
よ
り
作
成
し
、
事
業
年
度
終
了
後
四
月
以
内
に

提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
〜
７

（
略
）

３
〜
７

（
略
）

（
業
務
報
告
書
等
）

（
業
務
報
告
書
等
）

第
百
四
十
三
条

（
略
）

第
百
四
十
三
条

（
略
）
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２

法
第
百
九
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
百
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
業

２

法
第
百
九
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
百
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
業

務
報
告
書
（
以
下
こ
の
節
に
お
い
て
「
業
務
報
告
書
」
と
い
う
。
）
は
、
日
本

務
報
告
書
（
以
下
こ
の
節
に
お
い
て
「
業
務
報
告
書
」
と
い
う
。
）
は
、
日
本

に
お
け
る
保
険
業
の
事
業
報
告
書
、
附
属
明
細
書
、
日
本
に
お
け
る
保
険
業
の

に
お
け
る
保
険
業
の
事
業
報
告
書
、
附
属
明
細
書
、
日
本
に
お
け
る
保
険
業
の

貸
借
対
照
表
、
日
本
に
お
け
る
保
険
業
の
損
益
計
算
書
、
日
本
に
お
け
る
保
険

貸
借
対
照
表
、
日
本
に
お
け
る
保
険
業
の
損
益
計
算
書
、
日
本
に
お
け
る
保
険

業
の
キ
ャ
ッ
シ
ュ
・
フ
ロ
ー
計
算
書
及
び
保
険
金
等
の
支
払
能
力
の
充
実
の
状

業
の
キ
ャ
ッ
シ
ュ
・
フ
ロ
ー
計
算
書
、
有
価
証
券
等
に
関
す
る
書
面
及
び
保
険

況
に
関
す
る
書
面
に
分
け
て
、
別
紙
様
式
第
十
二
号
（
特
定
取
引
勘
定
届
出
外

金
等
の
支
払
能
力
の
充
実
の
状
況
に
関
す
る
書
面
に
分
け
て
、
別
紙
様
式
第
十

国
保
険
会
社
等
に
あ
っ
て
は
、
別
紙
様
式
第
十
二
号
の
二
）
に
よ
り
作
成
し
、

二
号
（
特
定
取
引
勘
定
届
出
外
国
保
険
会
社
等
に
あ
っ
て
は
、
別
紙
様
式
第
十

日
本
に
お
け
る
事
業
年
度
終
了
後
三
月
以
内
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

二
号
の
二
）
に
よ
り
作
成
し
、
日
本
に
お
け
る
事
業
年
度
終
了
後
三
月
以
内
に

提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

（
略
）

３

（
略
）

（
業
務
報
告
書
等
）

（
業
務
報
告
書
等
）

第
二
百
十
一
条
の
三
十
六

法
第
二
百
七
十
二
条
の
十
六
第
一
項
に
規
定
す
る
業

第
二
百
十
一
条
の
三
十
六

法
第
二
百
七
十
二
条
の
十
六
第
一
項
に
規
定
す
る
業

務
報
告
書
は
、
少
額
短
期
保
険
業
者
で
あ
る
株
式
会
社
に
あ
っ
て
は
、
事
業
報

務
報
告
書
は
、
少
額
短
期
保
険
業
者
で
あ
る
株
式
会
社
に
あ
っ
て
は
、
事
業
報

告
書
、
附
属
明
細
書
、
株
主
総
会
に
関
す
る
事
項
等
に
関
す
る
書
面
、
貸
借
対

告
書
、
附
属
明
細
書
、
株
主
総
会
に
関
す
る
事
項
等
に
関
す
る
書
面
、
貸
借
対

照
表
、
損
益
計
算
書
、
キ
ャ
ッ
シ
ュ
・
フ
ロ
ー
計
算
書
、
株
主
資
本
等
変
動
計

照
表
、
損
益
計
算
書
、
キ
ャ
ッ
シ
ュ
・
フ
ロ
ー
計
算
書
、
株
主
資
本
等
変
動
計

算
書
及
び
保
険
金
等
の
支
払
能
力
の
充
実
の
状
況
に
関
す
る
書
面
、
少
額
短
期

算
書
、
有
価
証
券
等
に
関
す
る
書
面
及
び
保
険
金
等
の
支
払
能
力
の
充
実
の
状

保
険
業
者
で
あ
る
相
互
会
社
に
あ
っ
て
は
、
事
業
報
告
書
、
附
属
明
細
書
、
社

況
に
関
す
る
書
面
、
少
額
短
期
保
険
業
者
で
あ
る
相
互
会
社
に
あ
っ
て
は
、
事

員
総
会
又
は
総
代
会
に
関
す
る
事
項
等
に
関
す
る
書
面
、
貸
借
対
照
表
、
損
益

業
報
告
書
、
附
属
明
細
書
、
社
員
総
会
又
は
総
代
会
に
関
す
る
事
項
等
に
関
す

計
算
書
、
キ
ャ
ッ
シ
ュ
・
フ
ロ
ー
計
算
書
、
剰
余
金
処
分
又
は
損
失
処
理
に
関

る
書
面
、
貸
借
対
照
表
、
損
益
計
算
書
、
キ
ャ
ッ
シ
ュ
・
フ
ロ
ー
計
算
書
、
剰

す
る
書
面
、
基
金
等
変
動
計
算
書
、
基
金
の
償
却
に
関
す
る
書
面
、
基
金
利
息

余
金
処
分
又
は
損
失
処
理
に
関
す
る
書
面
、
基
金
等
変
動
計
算
書
、
基
金
の
償

の
支
払
に
関
す
る
書
面
及
び
保
険
金
等
の
支
払
能
力
の
充
実
の
状
況
に
関
す
る

却
に
関
す
る
書
面
、
基
金
利
息
の
支
払
に
関
す
る
書
面
、
有
価
証
券
等
に
関
す

書
面
に
分
け
て
、
別
紙
様
式
第
十
六
号
の
十
七
に
よ
り
作
成
し
、
事
業
年
度
終

る
書
面
及
び
保
険
金
等
の
支
払
能
力
の
充
実
の
状
況
に
関
す
る
書
面
に
分
け
て
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了
後
四
月
以
内
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

、
別
紙
様
式
第
十
六
号
の
十
七
に
よ
り
作
成
し
、
事
業
年
度
終
了
後
四
月
以
内

に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
〜
４

（
略
）

２
〜
４

（
略
）



○保険業法施行規則(平成八年大蔵省令第五号)  別紙様式第６号 

 

改正案 現行 

別紙様式第６号（第 59 条関係）                                 （日本工業規格Ａ４） 
（略） 

第２ 

              年度中（     年    月    日現在）中間貸借対照表 

（生命保険株式会社）                         （単位：百万円） 

科        目 金   額 科        目 金   額 

（略） 

再 保 険 貸 
そ の 他 資 産 

リ ー ス 投 資 資 産 
そ の 他 の 資 産 

繰 延 税 金 資 産 
（略） 

 

（略） 

資 産 除 去 債 務 
そ の 他 の 負 債 

退 職 給 付 引 当 金 
役 員 退 職 慰 労 引 当 金 
価 格 変 動 準 備 金 

（略） 

 

（損害保険株式会社）                         （単位：百万円） 

科        目 金   額 科        目 金   額 

（略） 

無 形 固 定 資 産 
そ の 他 資 産 

リ ー ス 投 資 資 産 
そ の 他 の 資 産 

繰 延 税 金 資 産 
（略） 

 

（略） 

そ の 他 の 負 債 
退 職 給 付 引 当 金 
役 員 退 職 慰 労 引 当 金 
価 格 変 動 準 備 金 
金 融 商 品 取 引 責 任 準 備 金 

（略） 

 

（記載上の注意） 

１～５ （略） 

 
（生命保険相互会社）                         （単位：百万円） 

科        目 金   額 科        目 金   額 

（略） 

再 保 険 貸 
そ の 他 資 産 

リ ー ス 投 資 資 産 
そ の 他 の 資 産 

繰 延 税 金 資 産 
（略） 

 
 
 
 

 

（略） 

そ の 他 の 負 債 
退 職 給 付 引 当 金 
役 員 退 職 慰 労 引 当 金 
価 格 変 動 準 備 金 
金 融 商 品 取 引 責 任 準 備 金 

（略） 

剰 余 金 
損 失  補 準 備 金 
そ の 他 剰 余 金 

（略） 

 

別紙様式第６号（第 59 条関係）                                 （日本工業規格Ａ４） 
（略） 

第２ 

              年度中（     年    月    日現在）中間貸借対照表 

（生命保険株式会社）                         （単位：百万円） 

科        目 金   額 科        目 金   額 

（略） 

再 保 険 貸 
そ の 他 資 産 

 
 

繰 延 税 金 資 産 
（略） 

 

（略） 

資 産 除 去 債 務 
そ の 他 の 負 債 

退 職 給 付 引 当 金 
役 員 退 職 慰 労 引 当 金 
価 格 変 動 準 備 金 

（略） 

 

（損害保険株式会社）                         （単位：百万円） 

科        目 金   額 科        目 金   額 

（略） 

無 形 固 定 資 産 
そ の 他 資 産 

 
 

繰 延 税 金 資 産 
（略） 

 

（略） 

そ の 他 の 負 債 
退 職 給 付 引 当 金 
役 員 退 職 慰 労 引 当 金 
価 格 変 動 準 備 金 
金 融 商 品 取 引 責 任 準 備 金 

（略） 

 

（記載上の注意） 

１～５ （略） 

 
（生命保険相互会社）                         （単位：百万円） 

科        目 金   額 科        目 金   額 

（略） 

再 保 険 貸 
そ の 他 資 産 

 
 

繰 延 税 金 資 産 
（略） 

 
 
 
 

 

（略） 

そ の 他 の 負 債 
退 職 給 付 引 当 金 
役 員 退 職 慰 労 引 当 金 
価 格 変 動 準 備 金 
金 融 商 品 取 引 責 任 準 備 金 

（略） 

剰 余 金 
損 失 て ん 補 準 備 金 
そ の 他 剰 余 金 

（略） 

 



○保険業法施行規則(平成八年大蔵省令第五号)  別紙様式第６号 

改正案 現行 

（損害保険相互会社）                         （単位：百万円） 

科        目 金   額 科        目 金   額 

（略） 

無 形 固 定 資 産 
そ の 他 資 産 

リ ー ス 投 資 資 産 
そ の 他 の 資 産 

繰 延 税 金 資 産 
（略） 

 
 
 
 

 

（略） 

そ の 他 の 負 債 
退 職 給 付 引 当 金 
役 員 退 職 慰 労 引 当 金 
価 格 変 動 準 備 金 
金 融 商 品 取 引 責 任 準 備 金 

（略） 

剰 余 金 
損 失  補 準 備 金 
そ の 他 剰 余 金 

（略） 

 

（記載上の注意） 

１～５ （略） 

（以下略） 

（損害保険相互会社）                         （単位：百万円） 

科        目 金   額 科        目 金   額 

（略） 

無 形 固 定 資 産 
そ の 他 資 産 

 
 

繰 延 税 金 資 産 
（略） 

 
 
 
 

 

（略） 

そ の 他 の 負 債 
退 職 給 付 引 当 金 
役 員 退 職 慰 労 引 当 金 
価 格 変 動 準 備 金 
金 融 商 品 取 引 責 任 準 備 金 

（略） 

剰 余 金 
損 失 て ん 補 準 備 金 
そ の 他 剰 余 金 

（略） 

 

（記載上の注意） 

１～５ （略） 

（以下略） 

 



○保険業法施行規則(平成八年大蔵省令第五号)  別紙様式第６号の２ 

 

改正案 現行 

別紙様式第６号の２（第 59 条関係）                              （日本工業規格Ａ４） 
（略） 

 
第２ 

              年度中（     年    月    日現在）中間貸借対照表 

（生命保険株式会社）                         （単位：百万円） 

科        目 金   額 科        目 金   額 

（略） 

再 保 険 貸 
そ の 他 資 産 

リ ー ス 投 資 資 産 
そ の 他 の 資 産 

繰 延 税 金 資 産 
（略） 

 

（略） 

資 産 除 去 債 務 
そ の 他 の 負 債 

退 職 給 付 引 当 金 
役 員 退 職 慰 労 引 当 金 
価 格 変 動 準 備 金 

（略） 

 

（損害保険株式会社）                         （単位：百万円） 

科        目 金   額 科        目 金   額 

（略） 

無 形 固 定 資 産 
そ の 他 資 産 

リ ー ス 投 資 資 産 
そ の 他 の 資 産 

繰 延 税 金 資 産 
（略） 

 

（略） 

資 産 除 去 債 務 
そ の 他 の 負 債 

退 職 給 付 引 当 金 
役 員 退 職 慰 労 引 当 金 
価 格 変 動 準 備 金 

（略） 

 

（記載上の注意） 

１～５ （略） 

 
（生命保険相互会社）                         （単位：百万円） 

科        目 金   額 科        目 金   額 

（略） 

再 保 険 貸 
そ の 他 資 産 

リ ー ス 投 資 資 産 
そ の 他 の 資 産 

繰 延 税 金 資 産 
（略） 

 
 
 

 

（略） 

資 産 除 去 債 務 
そ の 他 の 負 債 

退 職 給 付 引 当 金 
役 員 退 職 慰 労 引 当 金 
価 格 変 動 準 備 金 

（略） 

剰 余 金 
損 失  補 準 備 金 
そ の 他 剰 余 金 

 

別紙様式第６号の２（第 59 条関係）                               （日本工業規格Ａ４） 
（略） 

 
第２  

年度中（     年    月    日現在）中間貸借対照表 

（生命保険株式会社）                         （単位：百万円） 

科        目 金   額 科        目 金   額 

（略） 

再 保 険 貸 
そ の 他 資 産 

 
 

繰 延 税 金 資 産 
（略） 

 

（略） 

資 産 除 去 債 務 
そ の 他 の 負 債 

退 職 給 付 引 当 金 
役 員 退 職 慰 労 引 当 金 
価 格 変 動 準 備 金 

（略） 

 

（損害保険株式会社）                         （単位：百万円） 

科        目 金   額 科        目 金   額 

（略） 

無 形 固 定 資 産 
そ の 他 資 産 

 
 

繰 延 税 金 資 産 
（略） 

 

（略） 

資 産 除 去 債 務 
そ の 他 の 負 債 

退 職 給 付 引 当 金 
役 員 退 職 慰 労 引 当 金 
価 格 変 動 準 備 金 

（略） 

 

（記載上の注意） 

１～５ （略） 

 
（生命保険相互会社）                         （単位：百万円） 

科        目 金   額 科        目 金   額 

（略） 

再 保 険 貸 
そ の 他 資 産 

 
 

繰 延 税 金 資 産 
（略） 

 
 
 

 

（略） 

資 産 除 去 債 務 
そ の 他 の 負 債 

退 職 給 付 引 当 金 
役 員 退 職 慰 労 引 当 金 
価 格 変 動 準 備 金 

（略） 

剰 余 金 
損 失 て ん 補 準 備 金 
そ の 他 剰 余 金 

 



○保険業法施行規則(平成八年大蔵省令第五号)  別紙様式第６号の２ 

改正案 現行 

（略） 

（損害保険相互会社）                         （単位：百万円） 

科        目 金   額 科        目 金   額 

（略） 

無 形 固 定 資 産 
そ の 他 資 産 

リ ー ス 投 資 資 産 
そ の 他 の 資 産 

繰 延 税 金 資 産 
（略） 

 
 
 
 

 

（略） 

資 産 除 去 債 務 
そ の 他 の 負 債 

退 職 給 付 引 当 金 
役 員 退 職 慰 労 引 当 金 
価 格 変 動 準 備 金 

（略） 

剰 余 金 
損 失  補 準 備 金 
そ の 他 剰 余 金 

（略） 

 

（記載上の注意） 

１～５ （略） 

（以下略） 

（略） 

（損害保険相互会社）                         （単位：百万円） 

科        目 金   額 科        目 金   額 

（略） 

無 形 固 定 資 産 
そ の 他 資 産 

 
 

繰 延 税 金 資 産 
（略） 

 
 
 
 

 

（略） 

資 産 除 去 債 務 
そ の 他 の 負 債 

退 職 給 付 引 当 金 
役 員 退 職 慰 労 引 当 金 
価 格 変 動 準 備 金 

（略） 

剰 余 金 
損 失 て ん 補 準 備 金 
そ の 他 剰 余 金 

（略） 

 

（記載上の注意） 

１～５ （略） 

（以下略） 

 



○保険業法施行規則（平成八年大蔵省令第五号）  別紙様式第６号の３ 

 

改正案 現行 

別紙様式第６号の３（第 59 条関係）                   （日本工業規格Ａ４） 
                             （略） 

第２ 中間連結財務諸表 

１ （略） 

２ 中間連結貸借対照表 

       年度中（  年  月  日現在）中間連結貸借対照表 

(1) （生命保険株式会社及びその子会社等）                （単位：百万円） 

科        目 金   額 科        目 金   額 

（略）   （略）  

(2) （損害保険株式会社及びその子会社等）                           （単位：百万円） 

科        目 金   額 科        目 金   額 

（略）   （略）  

（記載上の注意）  

１～５ （略） 

６ 「その他資産」及び「その他負債」のうち、同一の種類の資産及び負債でその金額が資産総

額の 100 分の５を超えるものについては、その資産及び負債の性質を示す適切な名称を付した

科目を設けて記載すること。ただし、「リース債権及びリース投資資産」、「未払法人税等」、「リ

ース債務」及び「資産除去債務」については、その金額が資産総額の 100 分の１を超える場合

は科目を設けて記載する。 

７ （略） 

 
(3) （生命保険相互会社及びその子会社等）                           （単位：百万円） 

科        目 金   額 科        目 金   額 

（略）   （略）  

(4) （損害保険相互会社及びその子会社等）                            （単位：百万円） 

科        目 金   額 科        目 金   額 

（略）   （略）  

（記載上の注意）  

１～５ （略） 

６ 「その他資産」及び「その他負債」のうち、同一の種類の資産及び負債でその金額が資産総

額の 100 分の５を超えるものについては、その資産及び負債の性質を示す適切な名称を付した

科目を設けて記載すること。ただし、「リース債権及びリース投資資産」、「未払法人税等」、「リ

ース債務」及び「資産除去債務」については、その金額が資産総額の 100 分の１を超える場合

は科目を設けて記載する。 

７ （略）          

   （以下略） 

別紙様式第６号の３（第 59 条関係）                   （日本工業規格Ａ４） 
 （略） 

第２ 中間連結財務諸表 

１ （略） 

２ 中間連結貸借対照表 

        年度中（  年  月  日現在）中間連結貸借対照表 

(1) （生命保険株式会社及びその子会社等）              （単位：百万円） 

科        目 金   額 科        目 金   額 

（略）   （略）  

(2) （損害保険株式会社及びその子会社等）                          （単位：百万円） 

科        目 金   額 科        目 金   額 

（略）   （略）  

（記載上の注意）  

１～５ （略） 

６ 「その他資産」及び「その他負債」のうち、同一の種類の資産及び負債でその金額が資産総

額の 100 分の５を超えるものについては、その資産及び負債の性質を示す適切な名称を付した

科目を設けて記載すること。ただし、「リース債権及びリース投資資産」、「未払法人税等」及

び「リース債務」については、その金額が資産総額の 100 分の１を超える場合は科目を設けて

記載する。 

７ （略） 

 
(3) （生命保険相互会社及びその子会社等）                           （単位：百万円） 

科        目 金   額 科        目 金   額 

（略）   （略）  

(4) （損害保険相互会社及びその子会社等）                            （単位：百万円） 

科        目 金   額 科        目 金   額 

（略）   （略）  

（記載上の注意）  

１～５ （略） 

６ 「その他資産」及び「その他負債」のうち、同一の種類の資産及び負債でその金額が資産総

額の 100 分の５を超えるものについては、その資産及び負債の性質を示す適切な名称を付した

科目を設けて記載すること。ただし、「リース債権及びリース投資資産」、「未払法人税等」及

び「リース債務」については、その金額が資産総額の 100 分の１を超える場合は科目を設けて

記載する。 

７ （略） 

                 （以下略） 

 



○保険業法施行規則(平成八年大蔵省令第五号)  別紙様式第７号 

 

改正案 現行 

別紙様式第７号（第 17条の５、第 25条の２及び第 59 条関係）            （日本工業規格Ａ４） 
（略） 

目  次 

第１～第 12 （略） 

（削る） 

 
 
第 13 保険金等の支払能力の充実の状況に関する書面 

（記載上の注意） 

 １～６ （略） 

 
第１～第３ （略） 

 
第４        

      年度（    年    月    日現在）貸借対照表 

（生命保険株式会社）                        （単位：百万円） 

科        目 金   額 科        目 金   額 

（略） 

保 管 有 価 証 券 
金 融 派 生 商 品 
仮 払 金 
リ ー ス 投 資 資 産 
そ の 他 の 資 産 

（略） 

 
 
 

（略） 

資 本 金 
新 株 式 申 込 証 拠 金 
資 本 剰 余 金 

資 本 準 備 金 
そ の 他 資 本 剰 余 金 

（略） 

 

（損害保険株式会社）                        （単位：百万円） 

科        目 金   額 科        目 金   額 

（略） 

先 物 取 引 差 金 勘 定 
保 管 有 価 証 券 
金 融 派 生 商 品 
リ ー ス 投 資 資 産 
そ の 他 の 資 産 

（略） 

 
 
 

（略） 

そ の 他 利 益 剰 余 金 
○ ○ 積 立 金 
繰 越 利 益 剰 余 金 

自 己 株 式 
自 己 株 式 申 込 証 拠 金 

（略） 

 
 
△ 

（記載上の注意） 

 １～７ （略） 

 
（生命保険相互会社）                        （単位：百万円） 

科        目 金   額 科        目 金   額 

別紙様式第７号（第 17 条の５、第 25 条の２及び第 59 条関係）           （日本工業規格Ａ４） 
（略） 

目  次 

第１～第 12 （略） 

第 13 有価証券等に関する書面 
  １ 売買目的有価証券 
  ２ 売買目的以外の有価証券等 
第 14 保険金等の支払能力の充実の状況に関する書面 

（記載上の注意）  

 １～６ （略） 

 
第１～第３ （略） 

 
第４        

      年度（    年    月    日現在）貸借対照表 

（生命保険株式会社）                        （単位：百万円） 

科        目 金   額 科        目 金   額 

（略） 

保 管 有 価 証 券 
金 融 派 生 商 品 
仮 払 金 

 
そ の 他 の 資 産 

（略） 

 
 
 

（略） 

資 本 金 
新 株 式 申 込 証 拠 金 
資 本 剰 余 金 

資 本 準 備 金 
そ の 他 資 本 剰 余 金 

（略） 

 

（損害保険株式会社）                        （単位：百万円） 

科        目 金   額 科        目 金   額 

（略） 

先 物 取 引 差 金 勘 定 
保 管 有 価 証 券 
金 融 派 生 商 品 

 
そ の 他 の 資 産 

（略） 

 
 
 

（略） 

そ の 他 利 益 剰 余 金 
○ ○ 積 立 金 
繰 越 利 益 剰 余 金 

自 己 株 式 
自 己 株 式 申 込 証 拠 金 

（略） 

 
 
△ 

（記載上の注意） 

 １～７ （略） 

 
（生命保険相互会社）                        （単位：百万円） 

科        目 金   額 科        目 金   額 



○保険業法施行規則(平成八年大蔵省令第五号)  別紙様式第７号 

改正案 現行 

（略） 

保 管 有 価 証 券 
金 融 派 生 商 品 
仮 払 金 
リ ー ス 投 資 資 産 
そ の 他 の 資 産 

繰 延 税 金 資 産 
（略） 

 
 
 

（略） 

基 金 償 却 積 立 金 
再 評 価 積 立 金 
基 金 償 却 積 立 金 減 少 差 益 
剰 余 金 

損 失  補 準 備 金 
そ の 他 剰 余 金 

（略） 

 

（損害保険相互会社）                        （単位：百万円） 

科        目 金   額 科        目 金   額 

（略） 

先 物 取 引 差 金 勘 定 
保 管 有 価 証 券 
金 融 派 生 商 品 
リ ー ス 投 資 資 産 
そ の 他 の 資 産 

（略） 

 
 
 

（略） 

損 失  補 準 備 金 
そ の 他 剰 余 金 

社 員 配 当 平 衡 積 立 金 
○ ○ 積 立 金 
当 期 未 処 分 剰 余 金 

（略） 

 

（記載上の注意） 

１～７ （略） 

 
第５～第 12 （略） 

 
（削る） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（略） 

保 管 有 価 証 券 
金 融 派 生 商 品 
仮 払 金 

 
そ の 他 の 資 産 

繰 延 税 金 資 産 
（略） 

 
 
 

（略） 

基 金 償 却 積 立 金 
再 評 価 積 立 金 
基 金 償 却 積 立 金 減 少 差 益 
剰 余 金 

損 失 て ん 補 準 備 金 
そ の 他 剰 余 金 

（略） 

 

（損害保険相互会社）                        （単位：百万円） 

科        目 金   額 科        目 金   額 

（略） 

先 物 取 引 差 金 勘 定 
保 管 有 価 証 券 
金 融 派 生 商 品 

 
そ の 他 の 資 産 

（略） 

 
 
 

（略） 

損 失 て ん 補 準 備 金 
そ の 他 剰 余 金 

社 員 配 当 平 衡 積 立 金 
○ ○ 積 立 金 
当 期 未 処 分 剰 余 金 

（略） 

 

（記載上の注意） 

１～７ （略） 

 
第５～第 12 （略） 

 
第 13 
            年度（  年  月  日現在）有価証券等に関する書面 
１ 売買目的有価証券                          （単位：百万円） 

区     分 当 期 末 残 高 当期の損益に含まれた評価差額 

売買目的有価証券   

（記載上の注意） 
  売買目的有価証券及び譲渡性預金等金融商品取引法上の有価証券として取扱いをすることが適当

と認められるもののうち売買目的で保有するものについて記載すること（ただし、特別勘定を除

く。）。 
２ 売買目的以外の有価証券等                       （単位：百万円） 

評  価  差  額 
区      分 帳 簿 価 格 時 価 

 うち差益 うち差損 

満 期 保 有 目 的 の 債 券 
責 任 準 備 金 対 応 債 券 
子会社・関連会社株式 
そ の 他 有 価 証 券 

     



○保険業法施行規則(平成八年大蔵省令第五号)  別紙様式第７号 

改正案 現行 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第 13 （略） 

公 社 債 
株 式 
外 国 証 券 

公 社 債 
株 式 
その他の外国証券 

そ の 他 の 証 券 

     計      

（記載上の注意） 
 １ 売買目的有価証券以外の有価証券及び売買目的以外で保有する譲渡性預金等金融商品取引法上

の有価証券として取扱いをすることが適当と認められるもののうち、時価のあるものについて記

載すること（ただし、特別勘定を除く。）。 
 ２ 責任準備金対応債券については、リスクの管理方針の概要等を記載すること。 
 ３ 子会社・関連会社株式には、法第 110 条第 2項に規定する子会社等に係るものを記載すること。 
 
第 14 （略） 

 



○保険業法施行規則(平成八年大蔵省令第五号)  別紙様式第７号の２ 

 

改正案 現行 

別紙様式第７号の２（第 17 条の５、第 25条の２及び第 59 条関係）        （日本工業規格Ａ４） 
（略） 
目  次 

第１～第 12 （略） 

（削る） 

 
 
第 13 保険金等の支払能力の充実の状況に関する書面 

（記載上の注意）  

 １～６ （略） 

 
第１～第３ （略） 

 
第４        

      年度（    年    月    日現在）貸借対照表 

（生命保険株式会社）                        （単位：百万円） 

科        目 金   額 科        目 金   額 

（略） 

保 管 有 価 証 券 
金 融 派 生 商 品 
仮 払 金 
リ ー ス 投 資 資 産 
そ の 他 の 資 産 

（略） 

 
 
 

（略） 

資 本 金 
新 株 式 申 込 証 拠 金 
資 本 剰 余 金 

資 本 準 備 金 
そ の 他 資 本 剰 余 金 

（略） 

 

（損害保険株式会社）                        （単位：百万円） 

科        目 金   額 科        目 金   額 

（略） 

先 物 取 引 差 金 勘 定 
保 管 有 価 証 券 
金 融 派 生 商 品 
リ ー ス 投 資 資 産 
そ の 他 の 資 産 

（略） 

 
 
 

（略） 

利 益 剰 余 金 
利 益 準 備 金 
そ の 他 利 益 剰 余 金 
○ ○ 積 立 金 
繰 越 利 益 剰 余 金 

（略） 

 

（記載上の注意） 

 １～７ （略） 

 
（生命保険相互会社）                        （単位：百万円） 

科        目 金   額 科        目 金   額 

別紙様式第７号の２（第 17 条の５、第 25条の２及び第 59 条関係）         （日本工業規格Ａ４） 
（略） 
目  次 

第１～第 12 （略） 

第 13 有価証券等に関する書面 
  １ 売買目的有価証券 
  ２ 売買目的以外の有価証券等 
第 14 保険金等の支払能力の充実の状況に関する書面 

（記載上の注意） 

 １～６ （略） 

 
第１～第３ （略） 

 
第４        

      年度（    年    月    日現在）貸借対照表 

（生命保険株式会社）                        （単位：百万円） 

科        目 金   額 科        目 金   額 

（略） 

保 管 有 価 証 券 
金 融 派 生 商 品 
仮 払 金 

 
そ の 他 の 資 産 

（略） 

 
 
 

（略） 

資 本 金 
新 株 式 申 込 証 拠 金 
資 本 剰 余 金 

資 本 準 備 金 
そ の 他 資 本 剰 余 金 

（略） 

 

（損害保険株式会社）                        （単位：百万円） 

科        目 金   額 科        目 金   額 

（略） 

先 物 取 引 差 金 勘 定 
保 管 有 価 証 券 
金 融 派 生 商 品 

 
そ の 他 の 資 産 

（略） 

 
 
 

（略） 

利 益 剰 余 金 
利 益 準 備 金 
そ の 他 利 益 剰 余 金 
○ ○ 積 立 金 
繰 越 利 益 剰 余 金 

（略） 

 

（記載上の注意） 

 １～７ （略） 

 
（生命保険相互会社）                        （単位：百万円） 

科        目 金   額 科        目 金   額 



○保険業法施行規則(平成八年大蔵省令第五号)  別紙様式第７号の２ 

改正案 現行 

（略） 

保 管 有 価 証 券 
金 融 派 生 商 品 
仮 払 金 
リ ー ス 投 資 資 産 
そ の 他 の 資 産 

繰 延 税 金 資 産 
再 評 価に 係る 繰延 税金 資産 

（略） 

 
 
 

（略） 

基 金 申 込 証 拠 金 
基 金 償 却 積 立 金 
再 評 価 積 立 金 
基 金 償 却 積 立 金 減 少 差 益 
剰 余 金 

損 失  補 準 備 金 
そ の 他 剰 余 金 

（略） 

 

（損害保険相互会社）                        （単位：百万円） 

科        目 金   額 科        目 金   額 

（略） 

先 物 取 引 差 金 勘 定 
保 管 有 価 証 券 
金 融 派 生 商 品 
リ ー ス 投 資 資 産 
そ の 他 の 資 産 

（略） 

 
 
 

（略） 

剰 余 金 
損 失  補 準 備 金 
そ の 他 剰 余 金 
社 員 配 当 平 衡 積 立 金 
○ ○ 積 立 金 

（略） 

 

（記載上の注意） 

１～７ （略） 

 
第５～第 12 （略） 

 
（削る） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（略） 

保 管 有 価 証 券 
金 融 派 生 商 品 
仮 払 金 

 
そ の 他 の 資 産 

繰 延 税 金 資 産 
再 評 価に 係る 繰延 税金 資産 

（略） 

 
 
 

（略） 

基 金 申 込 証 拠 金 
基 金 償 却 積 立 金 
再 評 価 積 立 金 
基 金 償 却 積 立 金 減 少 差 益 
剰 余 金 

損 失 て ん 補 準 備 金 
そ の 他 剰 余 金 

（略） 

 

（損害保険相互会社）                        （単位：百万円） 

科        目 金   額 科        目 金   額 

（略） 

先 物 取 引 差 金 勘 定 
保 管 有 価 証 券 
金 融 派 生 商 品 

 
そ の 他 の 資 産 

（略） 

 
 
 

（略） 

剰 余 金 
損 失 て ん 補 準 備 金 
そ の 他 剰 余 金 
社 員 配 当 平 衡 積 立 金 
○ ○ 積 立 金 

（略） 

 
 

（記載上の注意） 

１～７ （略） 

 
第５～第 12 （略） 

 
第 13 
            年度（  年  月  日現在）有価証券等に関する書面 
１ 売買目的有価証券                          （単位：百万円） 

区     分 当 期 末 残 高 当期の損益に含まれた評価差額 

売買目的有価証券   

（記載上の注意） 
  売買目的有価証券及び譲渡性預金等金融商品取引法上の有価証券として取扱いをすることが適当

と認められるもののうち売買目的で保有するものについて記載すること（ただし、特別勘定を除

く。）。 
２ 売買目的以外の有価証券等                       （単位：百万円） 

評  価  差  額 
区      分 帳 簿 価 格 時 価 

 うち差益 うち差損 

満 期 保 有 目 的 の 債 券 
責 任 準 備 金 対 応 債 券 
子会社・関連会社株式 

     



○保険業法施行規則(平成八年大蔵省令第五号)  別紙様式第７号の２ 

改正案 現行 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第 13 （略） 

そ の 他 有 価 証 券 
公 社 債 
株 式 
外 国 証 券 

公 社 債 
株 式 
その他の外国証券 

そ の 他 の 証 券 

     計      

（記載上の注意） 
 １ 売買目的有価証券以外の有価証券及び売買目的以外で保有する譲渡性預金等金融商品取引法上

の有価証券として取扱いをすることが適当と認められるもののうち、時価のあるものについて記

載すること（ただし、特別勘定を除く。）。 
 ２ 責任準備金対応債券については、リスクの管理方針の概要等を記載すること。 
 ３ 子会社・関連会社株式には、法第 110 条第 2項に規定する子会社等に係るものを記載すること。 
 
第 14 （略） 

 



○保険業法施行規則（平成八年大蔵省令第五号）  別紙様式第７号の３ 

 

 

改正案 現行 

別紙様式第７号の３（第 25 条の３及び第 59条関係）            （日本工業規格Ａ４） 
                     （略） 

第２ 連結財務諸表 

１ （略） 

２ 連結貸借対照表 

          年度（  年  月  日現在）連結貸借対照表 

(1) （生命保険株式会社及びその子会社等）              （単位：百万円） 
科        目 金   額 科        目 金   額 

（略）   （略）  

(2) （損害保険株式会社及びその子会社等）                           （単位：百万円） 

科        目 金   額 科        目 金   額 

（略）   （略）  

（記載上の注意） 

１～５ （略） 

６ 「その他資産」及び「その他負債」のうち、同一の種類の資産及び負債でその金額が資産総

額の 100 分の５を超えるものについては、その資産及び負債の性質を示す適切な名称を付した科

目を設けて記載すること。ただし、「リース債権及びリース投資資産」、「未払法人税等」、「リー

ス債務」及び「資産除去債務」については、その金額が資産総額の 100 分の１を超える場合は科

目を設けて記載する。 

７・８ （略） 

 
(3) （生命保険相互会社及びその子会社等）                             （単位：百万円） 

科        目 金   額 科        目 金   額 

（略）   （略）  

(4) （損害保険相互会社及びその子会社等）                              （単位：百万円） 
科        目 金   額 科        目 金   額 

（略）   （略）  

  （記載上の注意） 

１～５ （略） 

６ 「その他資産」及び「その他負債」のうち、同一の種類の資産及び負債でその金額が資産総

額の 100 分の５を超えるものについては、その資産及び負債の性質を示す適切な名称を付した科

目を設けて記載すること。ただし、「リース債権及びリース投資資産」、「未払法人税等」、「リー

ス債務」及び「資産除去債務」については、その金額が資産総額の 100 分の１を超える場合は科

目を設けて記載する。 

７・８ （略） 

                    （以下略） 

別紙様式第７号の３（第 25 条の３及び第 59条関係）            （日本工業規格Ａ４） 
（略） 

第２ 連結財務諸表 

１ （略） 

２ 連結貸借対照表 

年度（  年  月  日現在）連結貸借対照表 

(1) （生命保険株式会社及びその子会社等）              （単位：百万円） 
科        目 金   額 科        目 金   額 

（略）  （略）  

(2) （損害保険株式会社及びその子会社等）                           （単位：百万円） 

科        目 金   額 科        目 金   額 

（略）  （略）  

（記載上の注意） 

１～５ （略） 

６ 「その他資産」及び「その他負債」のうち、同一の種類の資産及び負債でその金額が資産総

額の 100 分の５を超えるものについては、その資産及び負債の性質を示す適切な名称を付した

科目を設けて記載すること。ただし、「リース債権及びリース投資資産」、「未払法人税等」及び

「リース債務」については、その金額が資産総額の 100 分の１を超える場合は科目を設けて記

載する。 

７・８ （略） 

 
(3) （生命保険相互会社及びその子会社等）               （単位：百万円） 

科        目 金   額 科        目 金   額 

（略）  （略）  

(4) （損害保険相互会社及びその子会社等）                           （単位：百万円） 
科        目 金   額 科        目 金   額 

（略）  （略）  

（記載上の注意） 

１～５ （略） 

６ 「その他資産」及び「その他負債」のうち、同一の種類の資産及び負債でその金額が資産総

額の 100 分の５を超えるものについては、その資産及び負債の性質を示す適切な名称を付した

科目を設けて記載すること。ただし、「リース債権及びリース投資資産」、「未払法人税等」及び

「リース債務」については、その金額が資産総額の 100 分の１を超える場合は科目を設けて記

載する。 

７・８ （略） 

                      （以下略） 



○保険業法施行規則(平成八年大蔵省令第五号)  別紙様式第１１号 

 

改正案 現行 

別紙様式第 11 号（第 143 条関係）                                （日本工業規格Ａ４） 
（略） 

 
第２    年度中（    年    月    日現在）の日本における保険業の中間貸借対照表 

（外国生命保険会社等）                        （単位：百万円） 

科        目 金   額 科        目 金   額 

（略） 

再 保 険 貸 
そ の 他 資 産 

リ ー ス 投 資 資 産 
そ の 他 の 資 産 

繰 延 税 金 資 産 
（略） 

 

（略） 

価 格 変 動 準 備 金 
金 融 商 品 取 引 責 任 準 備 金 
繰 延 税 金 負 債 
支 払 承 諾 
本 支 店 勘 定 

（略） 

 

（外国損害保険会社等）                        （単位：百万円） 

科        目 金   額 科        目 金   額 

（略） 

無 形 固 定 資 産 
そ の 他 資 産 

リ ー ス 投 資 資 産 
そ の 他 の 資 産 

繰 延 税 金 資 産 
（略） 

 

（略） 

金 融 商 品 取 引 責 任 準 備 金 
繰 延 税 金 負 債 
支 払 承 諾 
本 支 店 勘 定 

負債の部合計 

（略） 

 

（記載上の注意） 

１～５ （略） 

（以下略） 

別紙様式第 11 号（第 143 条関係）                                （日本工業規格Ａ４） 
（略） 

 
第２    年度中（    年    月    日現在）の日本における保険業の中間貸借対照表 

（外国生命保険会社等）                        （単位：百万円） 

科        目 金   額 科        目 金   額 

（略） 

再 保 険 貸 
そ の 他 資 産 

 
 

繰 延 税 金 資 産 
（略） 

 

（略） 

価 格 変 動 準 備 金 
金 融 商 品 取 引 責 任 準 備 金 
繰 延 税 金 負 債 
支 払 承 諾 
本 支 店 勘 定 

（略） 

 

（外国損害保険会社等）                        （単位：百万円） 

科        目 金   額 科        目 金   額 

（略） 

無 形 固 定 資 産 
そ の 他 資 産 

 
 

繰 延 税 金 資 産 
（略） 

 

（略） 

金 融 商 品 取 引 責 任 準 備 金 
繰 延 税 金 負 債 
支 払 承 諾 
本 支 店 勘 定 

負債の部合計 

（略） 

 

（記載上の注意） 

１～５ （略） 

（以下略） 

 



○保険業法施行規則(平成八年大蔵省令第五号)  別紙様式第１１号の２ 

 

改正案 現行 

別紙様式第 11 号の２（第 143 条関係）                              （日本工業規格Ａ４） 
（略） 

 
第２    年度中（    年    月    日現在）の日本における保険業の中間貸借対照表 

（外国生命保険会社等）                        （単位：百万円） 

科        目 金   額 科        目 金   額 

（略） 

再 保 険 貸 
そ の 他 資 産 

リ ー ス 投 資 資 産 
そ の 他 の 資 産 

繰 延 税 金 資 産 
（略） 

 

（略） 

退 職 給 付 引 当 金 
価 格 変 動 準 備 金 
金 融 商 品 取 引 責 任 準 備 金 
繰 延 税 金 負 債 
支 払 承 諾 

（略） 

 

（外国損害保険会社等）                        （単位：百万円） 

科        目 金   額 科        目 金   額 

（略） 

無 形 固 定 資 産 
そ の 他 資 産 

リ ー ス 投 資 資 産 
そ の 他 の 資 産 

繰 延 税 金 資 産 
（略） 

 

（略） 

価 格 変 動 準 備 金 
金 融 商 品 取 引 責 任 準 備 金 
繰 延 税 金 負 債 
支 払 承 諾 
本 支 店 勘 定 

（略） 

 

（記載上の注意） 

１～５ （略） 

（以下略） 

別紙様式第 11 号の２（第 143 条関係）                              （日本工業規格Ａ４） 
（略） 

 
第２    年度中（    年    月    日現在）の日本における保険業の中間貸借対照表 

（外国生命保険会社等）                        （単位：百万円） 

科        目 金   額 科        目 金   額 

（略） 

再 保 険 貸 
そ の 他 資 産 

 
 

繰 延 税 金 資 産 
（略） 

 

（略） 

退 職 給 付 引 当 金 
価 格 変 動 準 備 金 
金 融 商 品 取 引 責 任 準 備 金 
繰 延 税 金 負 債 
支 払 承 諾 

（略） 

 

（外国損害保険会社等）                        （単位：百万円） 

科        目 金   額 科        目 金   額 

（略） 

無 形 固 定 資 産 
そ の 他 資 産 

 
 

繰 延 税 金 資 産 
（略） 

 

（略） 

価 格 変 動 準 備 金 
金 融 商 品 取 引 責 任 準 備 金 
繰 延 税 金 負 債 
支 払 承 諾 
本 支 店 勘 定 

（略） 

 

（記載上の注意） 

１～５ （略） 

（以下略） 

 



○保険業法施行規則(平成八年大蔵省令第五号)  別紙様式第 12 号 

 

改正案 現行 

別紙様式第 12 号（第 137 条及び第 143 条関係）                       （日本工業規格Ａ４） 
（略） 

目  次 

第１～第５ （略） 

（削る） 

 
 
第６ 日本における保険金等の支払能力の充実の状況に関する書面 

（記載上の注意）  

 １・２ （略） 

 
第１・第２ （略） 

 
第３        年度（  年    月    日現在）の日本における保険業の貸借対照表 

（外国生命保険会社等）                        （単位：百万円） 

科        目 金   額 科        目 金   額 

（略） 

金 融 派 生 商 品 
仮 払 金 
リ ー ス 投 資 資 産 
そ の 他 の 資 産 

（略） 

 

（略） 

繰 延 ヘ ッ ジ 損 益 
評 価 ・ 換 算 差 額 等 合 計 

純資産の部 合計 

 
（略） 

 

（外国損害保険会社等）                        （単位：百万円） 

科        目 金   額 科        目 金   額 

（略） 

先 物 取 引 差 金 勘 定 
保 管 有 価 証 券 
金 融 派 生 商 品 
リ ー ス 投 資 資 産 
そ の 他 の 資 産 

（略） 

 （略）  

（記載上の注意） 

１～６ （略）  

 
第４・第５ （略） 

 
（削る） 

 

別紙様式第 12 号（第 137 条及び第 143 条関係）                       （日本工業規格Ａ４） 
（略） 

目  次 

第１～第５ （略） 

第６ 有価証券等に関する書面 
  １ 売買目的有価証券 
  ２ 売買目的以外の有価証券等 
第 7 日本における保険金等の支払能力の充実の状況に関する書面 

（記載上の注意）  

 １・２ （略） 

 
第１・第２ （略） 

 
第３       年度（    年    月    日現在）の日本における保険業の貸借対照表 

（外国生命保険会社等）                        （単位：百万円） 

科        目 金   額 科        目 金   額 

（略） 

金 融 派 生 商 品 
仮 払 金 

 
そ の 他 の 資 産 

（略） 

 

（略） 

繰 延 ヘ ッ ジ 損 益 
評 価 ・ 換 算 差 額 等 合 計 

純資産の部 合計 

 
（略） 

 

（外国損害保険会社等）                        （単位：百万円） 

科        目 金   額 科        目 金   額 

（略） 

先 物 取 引 差 金 勘 定 
保 管 有 価 証 券 
金 融 派 生 商 品 

 
そ の 他 の 資 産 

（略） 

 （略）  

（記載上の注意） 

１～６ （略） 

 
第４・第５ （略） 

 
第６ 
            年度（  年  月  日現在）有価証券等に関する書面 



○保険業法施行規則(平成八年大蔵省令第五号)  別紙様式第 12 号 

改正案 現行 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第６ （略） 

１ 売買目的有価証券                          （単位：百万円） 

区     分 当 期 末 残 高 当期の損益に含まれた評価差額 

売買目的有価証券   

（記載上の注意） 
  売買目的有価証券及び譲渡性預金等金融商品取引法上の有価証券として取扱いをすることが適

当と認められるもののうち売買目的で保有するものについて記載すること（ただし、特別勘定を除

く。）。 
２ 売買目的以外の有価証券等                       （単位：百万円） 

評  価  差  額 
区      分 帳 簿 価 格 時 価 

 うち差益 うち差損 

満 期 保 有 目 的 の 債 券 
責 任 準 備 金 対 応 債 券 
そ の 他 有 価 証 券 

公 社 債 
株 式 
外 国 証 券 

公 社 債 
株 式 
その他の外国証券 

そ の 他 の 証 券 

   

     計    

（記載上の注意） 
 １ 売買目的有価証券以外の有価証券及び売買目的以外で所有する譲渡性預金等金融商品取引法

上の有価証券として取扱いをすることが適当と認められるもののうち、時価のあるものについて

記載すること（ただし、特別勘定を除く。）。 
 ２ 責任準備金対応債券については、リスクの管理方針の概要等を記載すること。 
  
第７ （略） 

 



○保険業法施行規則(平成八年大蔵省令第五号)  別紙様式第 12 号の２ 

 

改正案 現行 

別紙様式第 12 号の２（第 137 条及び第 143 条関係）                     （日本工業規格Ａ４） 
（略） 

 
第１～第５ （略） 

（削る） 

 
 
第６ 日本における保険金等の支払能力の充実の状況に関する書面 

（記載上の注意）  

 １・２ （略） 

 
第１・第２ （略） 

 
第３        年度（  年    月    日現在）の日本における保険業の貸借対照表 

（外国生命保険会社等）                        （単位：百万円） 

科        目 金   額 科        目 金   額 

（略） 

金 融 派 生 商 品 
仮 払 金 
リ ー ス 投 資 資 産 
そ の 他 の 資 産 

（略） 

 

（略） 

その他有価証券評価差額金 
繰 延 ヘ ッ ジ 損 益 
評 価 ・ 換 算 差 額 等 合 計 

純資産の部 合計 

（略） 

 

（外国損害保険会社等）                        （単位：百万円） 

科        目 金   額 科        目 金   額 

（略） 

先 物 取 引 差 金 勘 定 
保 管 有 価 証 券 
金 融 派 生 商 品 
リ ー ス 投 資 資 産 
そ の 他 の 資 産 

（略） 

 （略）  

（記載上の注意） 

１～６ （略）   

    
第４・第５ （略） 

 
（削る） 

 

別紙様式第 12 号の２（第 137 条及び第 143 条関係）                    （日本工業規格Ａ４） 
（略） 

目  次 

第１～第５ （略） 

第６ 有価証券等に関する書面 
  １ 売買目的有価証券 
  ２ 売買目的以外の有価証券等 
第 7 日本における保険金等の支払能力の充実の状況に関する書面 

（記載上の注意）  

 １・２ （略） 

 
第１・第２ （略） 

 
第３      年度（    年    月    日現在）の日本における保険業の貸借対照表 

（外国生命保険会社等）                        （単位：百万円） 

科        目 金   額 科        目 金   額 

（略） 

金 融 派 生 商 品 
仮 払 金 

 
そ の 他 の 資 産 

（略） 

 

（略） 

その他有価証券評価差額金 
繰 延 ヘ ッ ジ 損 益 
評 価 ・ 換 算 差 額 等 合 計 

純資産の部 合計 

（略） 

 

（外国損害保険会社等）                        （単位：百万円） 

科        目 金   額 科        目 金   額 

（略） 

先 物 取 引 差 金 勘 定 
保 管 有 価 証 券 
金 融 派 生 商 品 

 
そ の 他 の 資 産 

（略） 

 （略）  

（記載上の注意） 

１～６ （略） 

 
第４・第５ （略） 

 
第６ 
            年度（  年  月  日現在）有価証券等に関する書面 



○保険業法施行規則(平成八年大蔵省令第五号)  別紙様式第 12 号の２ 

改正案 現行 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第６ （略） 

１ 売買目的有価証券                          （単位：百万円） 

区     分 当期末残高 当期の損益に含まれた評価差額 

売買目的有価証券   

（記載上の注意） 
  売買目的有価証券及び譲渡性預金等金融商品取引法上の有価証券として取扱いをすることが適

当と認められるもののうち売買目的で保有するものについて記載すること（ただし、特別勘定を除

く。）。 
２ 売買目的以外の有価証券等                       （単位：百万円） 

評  価  差  額 
区      分 帳 簿 価 格 時 価 

 うち差益 うち差損 

満 期 保 有 目 的 の 債 券 
責 任 準 備 金 対 応 債 券 
そ の 他 有 価 証 券 

公 社 債 
株 式 
外 国 証 券 

公 社 債 
株 式 
その他の外国証券 

そ の 他 の 証 券 

     

     計      

（記載上の注意） 
 １ 売買目的有価証券以外の有価証券及び売買目的以外で所有する譲渡性預金等金融商品取引法

上の有価証券として取扱いをすることが適当と認められるもののうち、時価のあるものについて

記載すること（ただし、特別勘定を除く。）。 
 ２ 責任準備金対応債券については、リスクの管理方針の概要等を記載すること。 
  
第７ （略） 

 



○保険業法施行規則(平成八年大蔵省令第五号)  別紙様式第 1４号 

 

改正案 現行 

別紙様式第 14 号（第 210 条の 10関係）                          （日本工業規格Ａ４） 

（略） 

第１  

  年度中（ 年  月  日から 
年  月  日まで ） 中間事業概況書 

１・２ （略） 

３ 役員・使用人の状況 

 （1） （略） 

（2） 当社及び子会社  

区   分 前 期 末 
当中間連結会計期 

間末 
増減（△） 

役     員 名 名 名 
使  用  人    

計    

 （削る） 

 
 

４・５ （略） 

 
第２ 中間連結財務諸表 
１ （略） 

２ 中間連結貸借対照表 

  年度中（     年    月    日現在）中間連結貸借対照表 

  (1) (生命保険業を主たる事業とする保険持株会社及びその子会社等)    (単位：百万円) 

科        目 金   額 科        目 金   額 

（略）  （略）  

(2) (損害保険業を主たる事業とする保険持株会社及びその子会社等)    (単位：百万円) 

科        目 金   額 科        目 金   額 

（略）  （略）  

（記載上の注意） 

１～５ （略） 

６ 「その他資産」及び「その他負債」のうち、同一の種類の資産及び負債でその金額が資産

総額の 100 分の５を超えるものについては、その資産及び負債の性質を示す適切な名称を付

した科目を設けて記載すること。ただし、「リース債権及びリース投資資産」、「未払法人税等」、

「リース債務」及び「資産除去債務」については、その金額が資産総額の 100 分の１を超え

る場合は科目を設けて記載する。 

７ （略） 

（以下略） 

別紙様式第 14 号（第 210 条の 10関係）                          （日本工業規格Ａ４） 

（略） 

第１  

  年度中 （ 年  月  日から 
年  月  日まで ） 中間事業概況書 

１・２ （略） 

３ 役員・使用人の状況 

 (1) （略） 

(2) 当社及び子会社等     

区   分 前 期 末 
当中間連結会計期 

間末 
増減（△） 

役     員 名 名 名 
使  用  人    

計    

（記載上の注意） 
   兼職・兼務による重複を除いて記載すること。なお、「役員」は、いずれかの会社において役

員に就任している者について記載すること。 
４・５ （略） 

 
第２  中間連結財務諸表 

１ （略） 

２ 中間連結貸借対照表 

  年度中 （     年    月    日現在）中間連結貸借対照表 

  (1) (生命保険業を主たる事業とする保険持株会社及びその子会社等)    (単位：百万円) 

科        目 金   額 科        目 金   額 

（略）  （略）  

(2) (損害保険業を主たる事業とする保険持株会社及びその子会社等)    (単位：百万円) 
科        目 金   額 科        目 金   額 

（略）  （略）  

（記載上の注意） 

１～５ （略） 

６ 「その他資産」及び「その他負債」のうち、同一の種類の資産及び負債でその金額が資産

総額の 100 分の５を超えるものについては、その資産及び負債の性質を示す適切な名称を付

した科目を設けて記載すること。ただし、「リース債権及びリース投資資産」、「未払法人税

等」及び「リース債務」については、その金額が資産総額の 100 分の１を超える場合は科目

を設けて記載する。 

７ （略） 

                  （以下略） 

 



○保険業法施行規則(平成八年大蔵省令第五号)  別紙様式第 1５号 

 

改正案 現行 

別紙様式第 15 号（第 210 条の 10関係）                       （日本工業規格Ａ４） 

（略） 

第１  

  年度（ 年  月  日から 
年  月  日まで ） 事業概況書 

１・２ （略） 

３ 役員・使用人の状況 

(1) （略） 

(2)  当社及び子会社 

区   分 前 期 末 当 期 末 当期増減（△） 

役     員 名 名 名 
使  用  人    

計    

 （削る） 

 
 
４～６ （略） 

 
第２ 連結財務諸表 
１ （略） 

２ 連結貸借対照表 

  年度 （     年    月    日現在）連結貸借対照表 

(1) (生命保険業を主たる事業とする保険持株会社及びその子会社等)    (単位：百万円) 

科        目 金   額 科        目 金   額 

（略）  （略）  

(2) (損害保険業を主たる事業とする保険持株会社及びその子会社等)    (単位：百万円) 

科        目 金   額 科        目 金   額 

（略）  （略）  

（記載上の注意） 

１～５ （略） 

６ 「その他資産」及び「その他負債」のうち、同一の種類の資産及び負債でその金額が資産総

額の 100 分の５を超えるものについては、その資産及び負債の性質を示す適切な名称を付し

た科目を設けて記載すること。ただし、「リース債権及びリース投資資産」、「未払法人税等」、

「リース債務」及び「資産除去債務」については、その金額が資産総額の 100 分の１を超え

る場合は科目を設けて記載する。 

７・８ （略）  

                  （以下略） 

別紙様式第 15 号（第 210 条の 10関係）                       （日本工業規格Ａ４） 

（略） 

第１  

  年度 （ 年  月  日から 
年  月  日まで ） 事業概況書 

１・２ （略） 

３ 役員・使用人の状況 

(1) （略） 

(2)  当社及び子会社等 

区   分 前 期 末 当 期 末 当期増減（△） 

役     員 名 名 名 
使  用  人    

計    

（記載上の注意） 
   兼職・兼務による重複を除いて記載すること。なお、「役員」は、いずれかの会社において役

員に就任している者について記載すること。 
４～６ （略） 

 
第２ 連結財務諸表 
１ （略） 

２ 連結貸借対照表 

年度 （     年    月    日現在）連結貸借対照表 

(1) (生命保険業を主たる事業とする保険持株会社及びその子会社等)    (単位：百万円) 

科        目 金   額 科        目 金   額 

（略）  （略）  

(2) (損害保険業を主たる事業とする保険持株会社及びその子会社等)    (単位：百万円) 

科        目 金   額 科        目 金   額 

（略）  （略）  

（記載上の注意） 

１～５ （略） 

６ 「その他資産」及び「その他負債」のうち、同一の種類の資産及び負債でその金額が資産

総額の 100 分の５を超えるものについては、その資産及び負債の性質を示す適切な名称を付

した科目を設けて記載すること。ただし、「リース債権及びリース投資資産」、「未払法人税

等」及び「リース債務」については、その金額が資産総額の 100 分の１を超える場合は科目

を設けて記載する。 

７・８ （略） 

                     （以下略） 

 



○保険業法施行規則(平成八年大蔵省令第五号)  別紙様式第１６号の１７ 

 

改正案 現行 

別紙様式第 16 号の 17（第 17 条の５、第 25条の２及び第 211 条の 36第１項関係） 

（日本工業規格Ａ４） 
（略） 

目  次 

第１～第 12 （略） 

（削る） 

第 13 保険金等の支払能力の充実の状況に関する書面 

（記載上の注意）  

 １～７ （略） 

 
第１～第３ （略） 

 
第４ 貸借対照表 

年度（  年  月  日現在）貸借対照表 

 （少額短期保険株式会社） 

（略） 

（少額短期保険相互会社）                         （単位：千円） 

科        目 金   額 科        目 金   額 

（略） 

 

 
 
 

（略） 

剰余金 

損失 補準備金 
その他剰余金 

（略） 

 

 （記載上の注意） 

  １～６ （略） 

 
第５～第 12 （略） 

 
（削る） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

別紙様式第 16 号の 17（第 17 条の５、第 25条の２及び第 211 条の 36第１項関係） 

           （日本工業規格Ａ４） 
（略） 

目  次 

第１～第 12 （略） 

第 13 有価証券等に関する書面 
第 14 保険金等の支払能力の充実の状況に関する書面 

（記載上の注意）  

 １～７ （略） 

                   
第１～第３ （略） 

 
第４ 貸借対照表 

年度（  年  月  日現在）貸借対照表 

 （少額短期保険株式会社） 

（略） 

（少額短期保険相互会社）                         （単位：千円） 

科        目 金   額 科        目 金   額 

（略） 

 

 
 
 

（略） 

剰余金 

損失てん補準備金 
その他剰余金 

（略） 

 

 （記載上の注意） 

  １～６ （略） 

 
第５～第 12 （略） 

 
第 13 有価証券等に関する書面 
           年度（  年  月  日現在）有価証券等に関する書面 

                      （単位：千円） 

評  価  差  額 
区      分 帳 簿 価 格 時 価 

 うち差益 うち差損 

満期保有目的の債券 
子会社・関連会社株式 
その他有価証券 

公社債 

     



○保険業法施行規則(平成八年大蔵省令第五号)  別紙様式第１６号の１７ 

改正案 現行 

 
 
 
 
 

第 13 （略） 

その他の証券 

     計      

（記載上の注意） 
  子会社・関連会社株式には、子会社等に係るものを記載すること。 
 
第 14 （略） 

 



○保険業法施行規則(平成八年大蔵省令第五号)  別紙様式第１６号の１８ 

 

改正案 現行 

別紙様式第 16 号の 18（第 211 条の 36第 2 項関係） 

（日本工業規格Ａ４） 
（略） 

第２ 中間貸借対照表 

年度中（  年  月  日現在）中間貸借対照表 

 （少額短期保険株式会社） 

（略） 

（少額短期保険相互会社）                         （単位：千円） 

科        目 金   額 科        目 金   額 

（略） 

 

 
 
 

（略） 

剰余金 

損失 補準備金 
その他剰余金 

（略） 

 

 （記載上の注意） 

  １～５ （略） 

 
（以下略） 

別紙様式第 16 号の 18（第 211 条の 36第 2 項関係） 

           （日本工業規格Ａ４） 
（略） 

第２ 中間貸借対照表 

年度中（  年  月  日現在）中間貸借対照表 

 （少額短期保険株式会社） 

（略） 

（少額短期保険相互会社）                         （単位：千円） 

科        目 金   額 科        目 金   額 

（略） 

 

 
 
 

（略） 

剰余金 

損失てん補準備金 
その他剰余金 

（略） 

 

 （記載上の注意） 

  １～５ （略） 

 
（以下略） 

 



○保険業法施行規則（平成八年大蔵省令第五号）  別紙様式第 1６号の 19 

 

改正案 現行 

別紙様式第 16 号の 19（第 211 条の 36第４項関係）            （日本工業規格Ａ４） 
（略） 

第２ 中間連結財務諸表 

１ （略） 

２ 中間連結貸借対照表 

        年度中（  年  月  日現在）中間連結貸借対照表 

(1) 少額短期保険株式会社及びその子会社等                （単位：千円） 

科        目 金   額 科        目 金   額 

（略）   （略）  

（記載上の注意）  

１～３ （略） 

４ 「その他資産」及び「その他負債」のうち、同一の種類の資産及び負債でその金額が資産総

額の 100 分の５を超えるものについては、その資産及び負債の性質を示す適切な名称を付した

科目を設けて記載すること。ただし、「リース債権及びリース投資資産」、「未払法人税等」、「リ

ース債務」及び「資産除去債務」については、その金額が資産総額の 100 分の１を超える場合

は科目を設けて記載する。 

５ （略） 

(2) 少額短期保険相互会社及びその子会社等                           （単位：千円） 

科        目 金   額 科        目 金   額 

（略）   （略）  

（記載上の注意） 

１・２ （略） 

３ 「その他資産」及び「その他負債」のうち、同一の種類の資産及び負債でその金額が資産総

額の 100 分の５を超えるものについては、その資産及び負債の性質を示す適切な名称を付した

科目を設けて記載すること。ただし、「リース債権及びリース投資資産」、「未払法人税等」、「リ

ース債務」及び「資産除去債務」については、その金額が資産総額の 100 分の１を超える場合

は科目を設けて記載する。 

４ （略） 

３ （略） 

４ 中間連結キャッシュ・フロー計算書 

年度中 （ 年  月  日から 
年  月  日まで ） 中間連結キャッシュ・フロー計算書 

（略） 

５ （略） 

６ 中間連結基金等変動計算書 

年度中 （ 年  月  日から 
年  月  日まで ） 中間連結基金等変動計算書 

別紙様式第 16 号の 19（第 211 条の 36第４項関係）             （日本工業規格Ａ４） 
（略） 

第２ 中間連結財務諸表 

１ （略） 

２ 中間連結貸借対照表 

          年度中（  年  月  日現在）中間連結貸借対照表 

(1) 少額短期保険株式会社及びその子会社等              （単位：千円） 

科        目 金   額 科        目 金   額 

（略）   （略）  

（記載上の注意）  

１～３ （略） 

４ 「その他資産」及び「その他負債」のうち、同一の種類の資産及び負債でその金額が資産総

額の 100 分の５を超えるものについては、その資産及び負債の性質を示す適切な名称を付した

科目を設けて記載すること。ただし、「リース債権及びリース投資資産」、「未払法人税等」及

び「リース債務」については、その金額が資産総額の 100 分の１を超える場合は科目を設けて

記載する。 

５ （略） 

(2) 少額短期保険相互会社及びその子会社等                           （単位：千円） 

科        目 金   額 科        目 金   額 

（略）   （略）  

（記載上の注意） 

１・２ （略） 

３ 「その他資産」及び「その他負債」のうち、同一の種類の資産及び負債でその金額が資産総

額の 100 分の５を超えるものについては、その資産及び負債の性質を示す適切な名称を付した

科目を設けて記載すること。ただし、「リース債権及びリース投資資産」、「未払法人税等」及

び「リース債務」については、その金額が資産総額の 100 分の１を超える場合は科目を設けて

記載する。 

４ （略） 

３ （略） 

４ 中間連結キャッシュ・フロー計算書 

年度 （ 年  月  日から 
年  月  日まで ） 中間連結キャッシュ・フロー計算書 

（略） 

５ （略） 

６ 中間連結基金等変動計算書 

年度 （ 年  月  日から 
年  月  日まで ） 中間連結基金等変動計算書 



○保険業法施行規則（平成八年大蔵省令第五号）  別紙様式第 1６号の 19 

改正案 現行 

  （略） 

                  
  （略） 

 

 



○保険業法施行規則（平成八年大蔵省令第五号）  別紙様式第 16 号の 20 

 

 

改正案 現行 

別紙様式第 16 号の 20（第 211 条の 36第４項関係）            （日本工業規格Ａ４） 
                     （略） 

第２ 連結財務諸表 

１ （略） 

２ 連結貸借対照表 

          年度（  年  月  日現在）連結貸借対照表 

(1) 少額短期保険株式会社及びその子会社等               （単位：千円） 

科        目 金   額 科        目 金   額 

（略）   （略）  

（記載上の注意）  

１～３ （略） 

４ 「その他資産」及び「その他負債」のうち、同一の種類の資産及び負債でその金額が資産総

額の 100 分の５を超えるものについては、その資産及び負債の性質を示す適切な名称を付した

科目を設けて記載すること。ただし、「リース債権及びリース投資資産」、「未払法人税等」、「リ

ース債務」及び「資産除去債務」については、その金額が資産総額の 100 分の１を超える場合

は科目を設けて記載する。 

５・６ （略） 

(2) 少額短期保険相互会社及びその子会社等                             （単位：千円） 

科        目 金   額 科        目 金   額 

（略）   （略）  

（記載上の注意） 

１～３ （略） 

４ 「その他資産」及び「その他負債」のうち、同一の種類の資産及び負債でその金額が資産総

額の 100 分の５を超えるものについては、その資産及び負債の性質を示す適切な名称を付した

科目を設けて記載すること。ただし、「リース債権及びリース投資資産」、「未払法人税等」、「リ

ース債務」及び「資産除去債務」については、その金額が資産総額の 100 分の１を超える場合

は科目を設けて記載する。 

５・６ （略） 

                  （以下略） 

別紙様式第 16 号の 20（第 211 条の 36第 4 項関係）            （日本工業規格Ａ４） 
（略） 

第２ 連結財務諸表 

１ （略） 

２ 連結貸借対照表 

年度（  年  月  日現在）連結貸借対照表 

(1) 少額短期保険株式会社及びその子会社等               （単位：千円） 

科        目 金   額 科        目 金   額 

（略）  （略）  

（記載上の注意） 

１～３ （略） 

４ 「その他資産」及び「その他負債」のうち、同一の種類の資産及び負債でその金額が資産総

額の 100 分の５を超えるものについては、その資産及び負債の性質を示す適切な名称を付した

科目を設けて記載すること。ただし、「リース債権及びリース投資資産」、「未払法人税等」及

び「リース債務」については、その金額が資産総額の 100分の１を超える場合は科目を設けて

記載する。 

５・６ （略） 

(2) 少額短期保険相互会社及びその子会社等                （単位：千円） 

科        目 金   額 科        目 金   額 

（略）  （略）  

（記載上の注意） 

１～３ （略） 

４ 「その他資産」及び「その他負債」のうち、同一の種類の資産及び負債でその金額が資産総

額の 100 分の５を超えるものについては、その資産及び負債の性質を示す適切な名称を付した

科目を設けて記載すること。ただし、「リース債権及びリース投資資産」、「未払法人税等」及

び「リース債務」については、その金額が資産総額の 100分の１を超える場合は科目を設けて

記載する。 

５・６ （略） 

                       （以下略） 



○保険業法施行規則(平成八年大蔵省令第五号)  別紙様式第 1６号の２４ 

 

改正案 現行 

別紙様式第 16 号の 24（第 211 条の 81第１項関係）                （日本工業規格Ａ４） 

 

年度中 （ 年  月  日から 
年  月  日まで ） 中間業務報告書 

（略） 

第１ 中間事業概況書 

年度中 （ 年  月  日から 
年  月  日まで ） 中間事業概況書 

 （略） 

 
第２ 中間連結財務諸表 
１ （略） 

２ 中間連結貸借対照表 

  年度中（     年    月    日現在）中間連結貸借対照表 
(1) (生命保険業を主たる事業とする少額短期保険持株会社及びその子会社等) 

(単位：百万円) 

科        目 金   額 科        目 金   額 

（略）  （略）  

(2) (損害保険業を主たる事業とする少額短期保険持株会社及びその子会社等) 

(単位：百万円) 

科        目 金   額 科        目 金   額 

（略）  （略）  

（記載上の注意） 

１～６ （略） 

７ 「その他資産」及び「その他負債」のうち、同一の種類の資産及び負債でその金額が資産

総額の 100 分の５を超えるものについては、その資産及び負債の性質を示す適切な名称を付

した科目を設けて記載すること。ただし、「リース債権及びリース投資資産」、「未払法人税等」、

「リース債務」及び「資産除去債務」については、その金額が資産総額の 100 分の１を超え

る場合は科目を設けて記載する。 

８ （略） 

３ （略） 

４ 中間連結キャッシュ・フロー計算書 

年度中 （ 年  月  日から 
年  月  日まで ） 中間連結キャッシュ・フロー計算書 

  （略） 
５ 中間連結株主資本等変動計算書 

別紙様式第 16 号の 24（第 211 条の 81第１項関係）                （日本工業規格Ａ４） 

 

年度 （ 年  月  日から 
年  月  日まで ） 中間業務報告書 

（略） 

第１ 中間事業概況書 

年度 （ 年  月  日から 
年  月  日まで ） 中間事業概況書 

 （略） 

 
第２  中間連結財務諸表 

１ （略） 

２ 中間連結貸借対照表 

  年度（     年    月    日現在）中間連結貸借対照表 
(1) (生命保険業を主たる事業とする少額短期保険持株会社及びその子会社等) 

(単位：百万円) 

科        目 金   額 科        目 金   額 

（略）  （略）  

(2) (損害保険業を主たる事業とする少額短期保険持株会社及びその子会社等) 

(単位：百万円) 

科        目 金   額 科        目 金   額 

（略）  （略）  

（記載上の注意） 

１～６ （略） 

７ 「その他資産」及び「その他負債」のうち、同一の種類の資産及び負債でその金額が資産

総額の 100 分の５を超えるものについては、その資産及び負債の性質を示す適切な名称を付

した科目を設けて記載すること。ただし、「リース債権及びリース投資資産」、「未払法人税

等」及び「リース債務」については、その金額が資産総額の 100 分の１を超える場合は科目

を設けて記載する。 

８ （略） 

３ （略） 

４ 中間連結キャッシュ・フロー計算書 

年度 （ 年  月  日から 
年  月  日まで ） 中間連結キャッシュ・フロー計算書 

  （略） 

５ 中間連結株主資本等変動計算書 



○保険業法施行規則(平成八年大蔵省令第五号)  別紙様式第 1６号の２４ 

改正案 現行 

年度中 （ 年  月  日から 
年  月  日まで ） 中間連結株主資本等変動計算書 

  （略） 

年度 （ 年  月  日から 
年  月  日まで ） 中間連結株主資本等変動計算書 

  （略）              

 



○保険業法施行規則(平成八年大蔵省令第五号)  別紙様式第 1６号の２５ 

 

改正案 現行 

別紙様式第 16 号の 25（第 211 条の 81第２項関係）              （日本工業規格Ａ４） 

（略） 

第２ 連結財務諸表 
１ （略） 

２ 連結貸借対照表 

  年度 （     年    月    日現在）連結貸借対照表 

(1) (生命保険業を主たる事業とする少額短期保険持株会社及びその子会社等) 

(単位：百万円) 

科        目 金   額 科        目 金   額 

（略）  （略）  

(2) (損害保険業を主たる事業とする少額短期保険持株会社及びその子会社等) 

(単位：百万円) 

科        目 金   額 科        目 金   額 

（略）  （略）  

（記載上の注意） 

１～６ （略） 

   ７「その他資産」及び「その他負債」のうち、同一の種類の資産及び負債でその金額が資産総

額の 100 分の５を超えるものについては、その資産及び負債の性質を示す適切な名称を付し

た科目を設けて記載すること。ただし、「リース債権及びリース投資資産」、「未払法人税等」、

「リース債務」及び「資産除去債務」については、その金額が資産総額の 100 分の１を超え

る場合は科目を設けて記載する。 

   ８・９（略） 

                   （以下略） 

別紙様式第 16 号の 25（第 211 条の 81第２項関係）              （日本工業規格Ａ４） 

（略） 

第２ 連結財務諸表 
１ （略） 

２ 連結貸借対照表 

年度 （     年    月    日現在）連結貸借対照表 

(1) (生命保険業を主たる事業とする少額短期保険持株会社及びその子会社等) 

(単位：百万円) 

科        目 金   額 科        目 金   額 

（略）  （略）  

(2) (損害保険業を主たる事業とする少額短期保険持株会社及びその子会社等) 

(単位：百万円) 

科        目 金   額 科        目 金   額 

（略）  （略）  

（記載上の注意） 

１～６ （略） 

   ７「その他資産」及び「その他負債」のうち、同一の種類の資産及び負債でその金額が資産総

額の 100 分の５を超えるものについては、その資産及び負債の性質を示す適切な名称を付し

た科目を設けて記載すること。ただし、「リース債権及びリース投資資産」、「未払法人税等」

及び「リース債務」については、その金額が資産総額の 100 分の１を超える場合は科目を設

けて記載する。 

   ８・９（略） 

                     （以下略） 

 


